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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年８月５日 ０５時２０分ごろ 

発生場所 宮城県仙台塩釜港仙台区 

仙台市所在の仙台沖防波堤東灯台から真方位１０２°１,４５０ｍ

付近 

（概位 北緯３８°１５.６′ 東経１４１°０５.１′） 

事故調査の経過  平成２３年８月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 新旭
しんあさひ

丸、４９９トン 

１３２４０３、新正海運有限会社 

７６.２５ｍ×１１.７０ｍ×７.１８ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成５年９月１６日 

Ｂ 貨物船 第三弘
こう

聖
せい

丸、４９９トン 

１４０６０５、芙蓉海運株式会社 

７４.３０ｍ×１２.００ｍ×７.２０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１９年７月３日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４１歳 

五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成４年９月２４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１９年４月９日 

    免状有効期間満了日 平成２４年９月２３日 

Ｂ 航海士Ｂ（一等航海士） 男性 ６７歳 

四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５１年５月１４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年２月５日 

    免状有効期間満了日 平成２６年２月１６日   

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に亀裂及び凹損、球状船首部に破口 

Ｂ 右舷船首部外板に凹損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、霧により視程が２００～５０

０ｍの状況下、仙台塩釜港仙台区の沖防波堤東側の錨地から中野ふ頭



- 2 - 

に向かうために抜錨し、平成２３年８月５日０５時１２分ごろ船長Ａ

が、針路３４０°（真方位、以下同じ。）、対地速力６～７ノット

（kn）とし、手動操舵で水路に向かった。 

船長Ａは、揚錨作業を終える頃、レーダーで左舷方約１.５海里に

Ｂ船の映像を認め、Ｂ船の動静を監視して出航していることが分か

り、ＶＨＦ無線電話でＢ船を呼び出したが応答がなかった。 

船長Ａは、Ｂ船は沖防波堤を通過したらすぐに右転してＡ船と左舷

対左舷で通過するものと思い、自動霧中信号のスイッチを入れ、船首

配置に見張りとＢ船の霧中信号が聞こえたら報告するように指示して

同じ針路、速力で航行した。 

船長Ａは、Ｂ船を視認できないで航行していたところ、船首配置の

一等航海士から「機関を後進にかけるように」の報告があり、船長は

右舵を取ったのちに機関を後進にかけたが、霧の中にＢ船の船首部を

認めた０５時２０分ごろ、仙台沖防波堤東灯台東方において、Ａ船の

船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか３人が乗り組み、霧により視程が

約１,０００ｍになった状況下、８月５日０５時００分ごろ、千葉港

に向かうため、仙台区港奥の企業の岸壁を離岸し、航海士Ｂが操船に

当たり手動操舵で水路に沿って航行した。 

航海士Ｂは、沖防波堤から北西方に位置する新北防波堤付近に至っ

た頃、霧により視程が約４００ｍになったが、霧中信号を行わずに航

行し、約０９０°の針路、対地速力７～８kn で航行しているとき、レ

ーダー画面で右舷方にＡ船の映像を認めた。 

航海士Ｂは、Ａ船の動静を監視し、Ａ船が入航していることが分か

ったが、沖防波堤から仙台第１号及び同第２号灯浮標（以下「仙台」

を省略する。）までの水路を航路であると考えていたので、Ａ船が航

路を航行するＢ船を避航するものと思った。 

航海士Ｂは、第１号及び第２号灯浮標の間を通過したら右転して南

進する予定であり、沖防波堤を通過する頃に針路を約１１８°に変針

し、同じ針路、速力で航行していたところ、Ａ船がＢ船を避航しない

ので汽笛により短音を３回鳴らして右舵を取り、機関を全速力後進に

かけたが、０５時２０分ごろＡ船とＢ船が衝突した。 

 気象・海象 

 

 

気象：天気 霧、風 なし、視程 約１００ｍ 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０４時４１分ごろ 

 仙台市東部には、２日０１時４５分濃霧注意報が発表され、本事故

当時、継続中であった。 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、仙台区を出航するときいつも沖防波堤を通過すると右転

していたこともあり、Ｂ船が沖防波堤を通過したら右転するものと思

った。 



- 3 - 

航海士Ｂは、本事故当時、水路の外にはがれきがあるかもしれない

と思い、水路に沿って航行し、第１号及び第２号灯浮標を通過してか

ら変針する予定にしていた。 

航海士Ｂは、Ｂ船が航路を航行しているのでＡ船に対して優先する

ものと思い、霧中信号を行わなかったが、本事故後、沖防波堤から第

１号及び第２号灯浮標までの間が航路ではないことを知った。 

航海士Ｂは、ＶＨＦ無線電話のスイッチを入れていたが、Ａ船の呼

び出しを聞いておらず、Ａ船の霧中信号を衝突後に聞いていた。 

航海士Ｂは、船長の経験が約３０年あり、いつも入出航時の操船に

当たっており、本事故当時、船長Ｂは船首部で作業をしていた。 

Ａ船及びＢ船は、法定灯火を点灯していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ船は、霧により視界制限状態となった仙台塩釜港仙台区を錨地か

ら水路に向けて北西進中、船長Ａが、出航しているＢ船は防波堤を通

過したら右転するものと思い、針路及び速力を保持して航行したこと

から、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、霧により視界制限状態となった仙台塩釜港仙台区を水路に

沿って南東進中、航海士Ｂが、沖防波堤から第１号及び第２号灯浮標

までの水路を航路と思っていたので、Ａ船が航路航行中のＢ船を避航

するものと思い、針路及び速力を保持して航行したことから、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

本事故発生場所付近では、事故当時、霧により視程が約１００ｍ未

満であったものと考えられる。  

原因  本事故は、霧により視界制限状態となった仙台塩釜港仙台区におい

て、Ａ船が水路に向けて北西進中、Ｂ船が水路に沿って南東進中、船

長Ａが、Ｂ船は防波堤を通過したら右転するものと思い、針路及び速

力を保持して航行し、また、航海士Ｂが、Ａ船がＢ船を避航するもの

と思い、針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・自船のふだんの操船にとらわれず、他船の動静については、慎重

に判断すること。 

 ・視界制限状況下、自船の正横より前方にある他の船舶と著しく接

近することを避けることができない場合は、針路を保つことがで

きる最小限度の速力に減じなければならず、また、必要に応じて

停止しなければならないこと。  




